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３
月
定
例
市
議
会
で
継
続

審
議
と
さ
れ
て
い
た
、「
野
洲

市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」

（
以下
、「
基本条例
」）
が
６
月
定
例

市
議
会
の
２２
日
、
本
会
議
で

採
決
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

採
決
で
は
、
市
民
の
参
加

と
権
利
を
こ
と
ご
と
く
否
定

す
る
修
正
案
が
、
豊
政
会
（
自

民
党
）・
公
明
党
議
員
の
賛
成

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
修
正

案
は
、
市
民
が
ま
ち
づ
く
り

に
参
加
す
る
上
で
重
要
な
条

文
を
削
除
し
た
も
の
で
、
民

主
主
義
否
定
の
な
に
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。 
 

 
  

「
基
本
条
例
」
の
制
定
は
、

合
併
後
、「
市
民
活
動
促
進
委

員
会
」「
ま
ち
づ
く
り
基
本
条

例
検
討
委
員
会
」
な
ど
で
協

議
が
行
わ
れ
、
本
年
１
月
５

日
、
市
長
に
対
し
て
委
員
会

か
ら
条
例
案
の
提
言
が
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

「
基
本
条
例
」
は
、
住
民
自

治
を
基
本
に
野
洲
市
の
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
う
え
で

重
要
な
方
針
と
な
り
ま
す
。 

今
日
、
地
方
分
権
の
広
が

り
、
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
を
、
ど
う
す
る
の
か
、

が
問
わ
れ
て
い
る
な
か
で
、

い
か
に
、
ま
ち
づ
く
り
に
対

し
て
、
市
民
の
参
加
と
権
利

を
規
定
し
て
い
く
の
か
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。 

   

豊
政
会
・
公
明
党
の
修
正

案
は
、
①
市
長
提
案
の
条
例

案
の
中
心
を
な
す
、
市
民
の

参
加
と
権
利
を
、
大
事
な
所

で
根
本
的
に
否
定
し
、
条
例

案
か
ら
削
除
し
て
い
ま
す
。

②
検
討
委
員
会
が
検
討
の
う

え
検
討
を
重
ね
た
、
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
を
も
根
本
的
に

否
定
し
て
い
ま
す
。 

 

市
長
提
案
・
第
６
条
（
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
）
は
、「
市

民
、
市
議
会
及
び
市
は
、
目

的
を
共
有
し
、
そ
の
特
性
を

生
か
し
対
等
な
関
係
に
立

ち
、
相
互
に
補
完
し
合
い
な

が
ら
、
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
創
造
し
ま
す
」
で
す
。

修
正
で
は
、
「
対
等
の
関
係
」

を
削
除
し
て
い
ま
す
。 

 

修
正
の
理
由
は
、「
市
議
会

が
市
の
最
高
意
思
決
定
機

関
。
こ
れ
を
否
定
す
る
条
項

で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
指
摘
は
全
く
当
た
り
ま

せ
ん
。
条
文
の
趣
旨
は
、「
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
す
す

め
る
に
当
た
り
、
市
民
・
市

議
会
・
市
の
三
者
が
、
広
い

意
味
で
、
立
場
の
垣
根
を
越

え
、「
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り

の
創
造
」
を
推
進
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
市

議
会
の
役
割
を
否
定
し
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市

民
・
市
議
会
・
市
が
、
目
的

を
共
有
し
、
そ
の
特
性
を
生

か
し
、
補
完
し
な
が
ら
、
ま

ち
づ
く
り
を
創
造
し
、「
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す

る
に
は
、
対
等
の
立
場
は
当

然
で
す
。
こ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
条
例
制
定
の
目
的
、

ま
ち
づ
く
り
の
根
本
理
念
を

も
否
定
す
る
も
の
で
、
そ
れ

こ
そ
、
民
主
主
義
否
定
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

  

 

第
２２
条
（
住
民
投
票
条

例
）
の
削
除
修
正
は
、
原
案

の
「
市
は
、
住
民
、
市
議
会
、

市
長
の
発
議
に
基
づ
き
、
市

政
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ

い
て
、
直
接
、
住
民
の
意
思

を
確
認
す
る
た
め
、
住
民
投

票
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
」
の
内
、「
住
民
の
発
議

に
基
づ
き
」
の
部
分
な
ど
を

削
除
。
ま
た
、「
住
民
投
票
権

は
、
16
歳
以
上
の
住
民
を
原

則
と
し
」
の
文
言
を
削
除
し

て
い
ま
す
。 

 

市
の
重
要
施
策
に
つ
い
て

住
民
の
意
思
を
問
う
と
い
う

の
が
住
民
投
票
制
度
で
す
。

削
除
修
正
の
理
由
で
は
、「
詳

細
は
、
今
後
の
住
民
投
票
条

例
で
規
定
」
と
い
い
ま
す
が
、

具
体
的
に
、
今
後
、
制
定
さ

れ
る
住
民
投
票
条
例
で
住
民

の
発
議
権
や
投
票
権
の
「
１６

歳
規
定
」
を
保
障
す
る
の
か

に
明
言
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
住
民
投
票
制
度

の
否
定
の
姿
勢
が
見
え
隠
れ

し
て
い
ま
す
。 

  

 

２９
条
、
及
び
、
３０
条
の
原

案
は
、
市
民
で
構
成
す
る
「
基

本
条
例
推
進
委
員
会
」
を
設

置
し
、
条
例
の
運
用
と
見
直

し
に
つ
い
て
市
長
が
諮
問
す

る
こ
と
。
条
例
を
守
り
育
て

る
う
え
で
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
、
市
長
に
提
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
。

同
３０
条
で
は
、
委
員
会
の
意

見
を
尊
重
す
る
規
定
で
す
。 

  

市
民
の
立
場
か
ら
主
張
で

き
る
、
唯
一
の
組
織
的
保
障

の
規
定
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

削
除
修
正
で
は
、
市
民
参
加

に
関
わ
る
、
部
分
を
全
面
的

に
否
定
、
削
除
し
て
い
ま
す
。

   
 

日
本
共
産
党
野
洲
市
議
会

議
員
団
は
、
豊
政
会
（
自
民

党
）・
公
明
党
に
よ
る
、
条
例

案
の
重
大
な
後
退
に
抗
議
し

ま
す
。 

市
民
の
み
な
さ
ん
と
市
民

本
位
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
、
今
後
、
制
定
さ
れ
る
住

民
投
票
条
例
に
お
い
て
市
民

の
参
加
を
保
障
す
る
条
例
を

め
ざ
し
ま
す
。 

 

小
菅
六
雄
（
共
） 

野
並
享
子
（
共
） 

三
和
郁
子
（
無
） 

 

川
口
東
洋
（
無
） 

西
本
俊
吉
（
ネ
） 

本
田
章
紘
（
ネ
） 

鈴
木
市
朗
（
ネ
） 

矢
野
隆
行
（
公
） 

梶
山
幾
世
（
公
） 

内
田
聡
史
（
豊
） 

奥
村
治
男
（
豊
） 

藤
村
洋
二
（
豊
） 

田
中
良
隆
（
豊
） 

藤
下
茂
昭
（
豊
） 

中
島
一
雄
（
豊
） 

田
中
孝
嗣
（
豊
） 

中
田
幸
子
（
豊
） 

小
島 

 

進
（
豊
） 

原
田 

薫
（
豊
） 

林 
 

克
（
豊
） 

荒
川
泰
宏
（
豊
） 

河
野 

司
（
豊
） 

秦 

眞
治
（
豊
） 

田
中
榮
太
郎
（
豊
） 
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